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告 示

�������
�愛媛県告示第１１２６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財２６７７の３、２６７８の２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１２７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（航空レーザ測量による高精度標高デー

タ整備）

２ 作業期間 令和４年６月２４日から

�愛媛県告示第１１２５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

介護業務支援システム導入
等業務 一式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和４年１０月３日
株式会社ガバメイツ
愛媛県松山市三番町四丁
目９－５

２６１，５２５，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

毎週（火・金）曜日発行 第３５９号 令和４年１１月１５日

令和４年１１月１５日火曜日 第３５９号
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令和５年３月３１日まで

３ 作業地域 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市

�������
�愛媛県告示第１１２８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、中予地方局長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値図化、地図情報レベル２５００）

２ 作業期間 令和４年４月９日から

９月３０日まで

３ 作業地域 �万高原町一円

�������
�愛媛県告示第１１２９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値地形図データ新規作成）

２ 作業期間 令和４年４月１８日から

６月３０日まで

３ 作業地域 松山市北西部

�������
�愛媛県告示第１１３０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、南予地方局長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（砂防基盤図作成）

２ 作業期間 令和４年５月６日から

１０月３１日まで

３ 作業地域 宇和島市、松野町、鬼北町地内

�������
�愛媛県告示第１１３１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、南予地方局長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値図化、地図情報レベル２５００）

２ 作業期間 令和４年５月９日から

１０月３１日まで

３ 作業地域 西予市

�������
�愛媛県告示第１１３２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、肱川緊急治水対策河川事務所長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和４年５月２０日から

１１月３０日まで

３ 作業地域 愛媛県大洲市若宮

�������
�愛媛県告示第１１３３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、肱川緊急治水対策河川事務所長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和４年５月２０日から

１１月３０日まで

３ 作業地域 愛媛県大洲市八多喜町・多田

�愛媛県告示第１１３４号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

宇和
第２
号

西予市野村町野村１２号６１７番地
１
西予市野村支所

西予市 売りさばき人住所
西予市野村町野村１２号６１７番地１
西予市野村支所
売りさばき所
西予市野村町野村１２号６１７番地１
西予市野村支所

売りさばき人住所
西予市野村町野村１２号６１９番地
西予市野村支所
売りさばき所
西予市野村町野村１２号６１９番地
西予市野村支所

令和４年
１０月２４日

宇和
第１２
号

西予市野村町野村１２号６１７番地
１
西予警察署野村交番内

西予交通安全協会 売りさばき人住所
西予市野村町野村１２号６１７番地１
西予警察署野村交番内
売りさばき所
西予市野村町野村１２号６１７番地１
西予警察署野村交番内

売りさばき人住所
西予市野村町野村１２号１５３番地
西予警察署野村交番内
売りさばき所
西予市野村町野村１２号１５３番地
西予警察署野村交番内

令和４年
１０月２４日
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�愛媛県告示第１１３７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和４年１１月１５日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年１１月４日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字庄ノ森２１０番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．００メートル

� 幅員 ４．７４メートル

�������
�愛媛県告示第１１３８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和４年１１月１５日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年１１月４日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字庄ノ森２０５番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２１．２０メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第１１３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

令和４年１１月１５日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

退 任

�������
�愛媛県告示第１１４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１７項の規定により、道前道後土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

退 任

�愛媛県告示第１１３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字弟地乙５２８番２

旧 １３．１～２７．３ ０．０４７

新 ２０．２～４０．１ ０．０４７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字弟地乙５２８番２ 令和４年１１月１５日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０番地２
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選挙管理委員会告示

�������
�愛媛県告示第１１４２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和４年１１月１５日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年１１月８日

３ 指定道路の位置

八幡浜市保内町宮内５番耕地２６番の一部、５番耕地２７番１の一

部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 １７．７３メートル １４．４４メートル

� 幅員 ４．２５メートル ４．２０メートル

�愛媛県告示第１１４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年１１月１５日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第１１４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第８４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

参政党愛媛第３支部 山 本 定 彦 岡 田 修 宇和島市吉田町東小路甲８４－５ 令和４年１０月２８日

参政党愛媛第２支部 八 木 邦 靖 渡 邊 宗 平 今治市高市２０３－３ 令和４年１０月２８日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

カナエルエヒメ 浅 岡 志 麻 田 中 美朱紀 松山市来住町１３８１－１ 令和４年１０月１１日

田井野しゅん後援会 橋 本 顕 治 中 井 博 司 八幡浜市港町４１１ 令和４年１０月１４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第２９号

令和４年１１月４日
東温市志津川字川崎甲５０６番１

松山市清水町三丁目６３番地１

株式会社つくばコーポレーション

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
大洲市河辺町横山６７番２から

同町横山６８番３まで
令和４年１１月１５日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

森しげよし後援会 森 重 嘉 森 重 嘉 今治市中浜町四丁目１１６ 令和４年１０月２７日

�愛媛県選挙管理委員会告示第８５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党上浦支部 高 本 愼 主たる事務所の所在地 今治市上浦町盛２０６８ 今治市上浦町井口６７６２ 令和４年９月２７日

代 表 者 高 本 愼 松 岡 一 誠

国民民主党愛媛県第１区
総支部 石 井 智 恵 政 治 団 体 の 名 称 国民民主党愛媛県第１区総支

部
国民民主党愛媛県第２区総支
部 令和４年１０月４日

公明党中予総支部 吉 冨 健 一 主たる事務所の所在地 松山市中村四丁目１－４２ 松山市堀江町甲１４４５－５ 令和４年１０月９日

代 表 者 吉 冨 健 一 大 � 啓 史

参政党愛媛第１支部 浅 湫 和 子 政 治 団 体 の 名 称 参政党愛媛第１支部 参政党愛媛支部 令和４年１０月２６日

代 表 者 浅 湫 和 子 寺 川 正 一

会 計 責 任 者 高須賀 郁 渡 邊 宗 平

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

大和青年塾 松 下 俊 一 代 表 者 松 下 俊 一 松 下 武 平成２４年１２月２９日

会 計 責 任 者 松 下 俊 一 山 本 一 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第８７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和４年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

大 和 青 年 塾 松 下 俊 一 平成２４年１２月２９日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

檜 垣 良 太 愛媛県議会議員 檜垣良太後援会 松山市北藤原町８－３ 令和４年１０月２０日

森 重 嘉 愛媛県議会議員 森しげよし後援会 今治市中浜町四丁目１１６ 令和４年１０月２７日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８８号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和４年１１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

４ 老人ホーム

１～３ 省略

４ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

愛媛県盲老人

ホーム権現荘

養護老人ホ

ーム

松山市権現町甲５８４

－１

昭和４７年９月

１６日

省略 省略

介護付有料老

人ホーム福寿

省略 介護付有料老

人ホーム福寿

省略

愛媛県盲老人

ホーム権現荘

養護老人ホ

ーム

松山市平田町１８７－

１

令和４年１１月

１日

省略 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略

令和４年１１月１５日 発行


